障がい者支援センター

て　ら　だ

[image: image2.png]



社会福祉法人　滋宏福祉会

【「てらだ」は・・・・・　】

障がい者支援センター「てらだ」は、障害者自立支援法に基づき利用者の自立の支援・日常生活の充実等に向けて７つの事業｛施設入所支援・生活介護・自立訓練（生活訓練）・就労継続支援Ｂ型・短期入所・地域活動支援センター・相談支援｝を運営します。

「てらだ」は、利用者・家族・地域住民の方々から親しみやすく、安心・信頼・満足を得ていただくために、また、地域に密着し誰からも愛される施設にとの願いで、地域のシンボルの一つである「寺田池」から施設の名を頂き「てらだ」と命名致しました。

寺田池周辺には森などの自然が多く残っており、静かで安らぎを覚える環境が整っております。
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　　障がい者支援センター　てらだ

	日中
	夜間

	生活介護　１８名
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障害程度区分３以上

（50歳以上は区分２以上）
	施設入所支援　３０名

障害程度区分４以上

（50歳以上は区分３以上）

短期入所　２名

障害程度区分１以上

	自立訓練（生活訓練）
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１２名

	

	地域活動支援センターⅠ型

相談支援

就労継続支援Ｂ型

（喫茶・パン製造・販売など）
	









· ‘住まいの場’と‘日中活動の場’の大きく２つに分かれています。

· 就労継続支援Ｂ型の作業工賃は、作業内容や従事時間等に応じて支給されます。

· 希望される方には食事の提供を行います。（実費）

· 利用料は、所得により月額の上限額が設定されており、低所得者には減免措置があります。

詳しくはスタッフへ、お気軽にご相談ください

【事業の紹介】

1、 施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います

2、 生活介護

常に介護が必要な方に、昼間、入浴や排泄、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します

3、 自立訓練（生活訓練）

自立した日常生活、社会生活ができるよう、生活能力向上のために必要な訓練を行います

標準利用期間：２年～３年

4、 短期入所（ショートステイ）

家で介護を行う方が、病気・冠婚葬祭・旅行などで介護ができなくなった場合、短期間、夜間も含め施設で必要なサービスを提供します

5、 就労継続支援Ｂ型

喫茶・パン工房等で就労の機会や生産活動の場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います

6、 地域活動支援センター

創作的活動や生産活動とあわせて社会との交流の場を提供します。地域の皆さんの交流の場として利用していただけます

7、 相談支援事業

障がいのある方やそのご家族などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な支援などを行います

【交通のご案内】
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主な交通機関からの道順

· ＪＲ東加古川駅北口下車　徒歩２０分

· 神姫バス県農前下車　徒歩１０分


○お問い合わせ　　　　　　　　 ○協力病院

社会福祉法人　滋宏福祉会　　　　　　　　　　　　　　医療法人　達磨会

障がい者支援センター　「てらだ」　　　　　　　　　   東加古川病院

加古川市平岡町新在家2509-1　　　　　　　　　　　　加古川市平岡町新在家1197-3

ＴＥＬ（079）424－3211　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ（079）424－2983　

ＦＡＸ（079）425－0606　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ（079）425－2255




作業棟





就労継続支援Ｂ型


　２０名









































